
余裕期間制度を活用する工事

■目的

１ 発注や施工時期の平準化

２ 労働者の確保や建設資材の準備期間を確保

３ 技術者の配置の平準化

■余裕期間
１ 契約締結日から工期の始期日の前日までの期間（最大６０日）

２ 主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない

３ 現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、仮設物の設置等、

工事の着手を行ってはならない

■具体的な内容

現在契約中の工事

新規契約工事の実工期余裕期間

契約

現在契約中の工事の配置技術者を新規契約工事に配
置することが可能となる

工期の始期日 工期の終期日

問合せ先
兵庫県 県土整備部県土企画局
技術企画課 技術管理班
tel 078-362-9287

（最大60日）



【参考図】余裕期間制度の方式



余裕期間制度を活用する工事に係る事務取扱要領（案） 

 
１ 目 的 

   受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材

の調達を行うことができる余裕期間を設定した工事の実施に関して必要な事項を定める。 
  
２ 用語の定義 

(1)余裕期間 

契約締結日から工期の始期日の前日までの期間 

余裕期間内は、 

①主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」という。）を配置することを要しな

い。 

②現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設物

の設置等、工事の着手を行ってはならない。 

※測量は現地作業が伴い、工事の着手に該当するため、実施できない。 

(2)工期（実工期） 

工期の始期日から工期の終期日までの期間 

※ 工期＝純工期＋準備跡片付期間＋その他（年末年始等の期間） 

(3)全体工期 

余裕期間と工期を合わせた期間 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３ 余裕期間制度の方式（参考図参照） 

余裕期間制度には次の３方式があり､発注者においていずれかの方式を選定する｡ 

また、平成28年度の試行工事の実績により本制度に適した工事の事例を＜別表＞にとりま

とめたので参考にされたい。 

① 発注者指定方式 ：発注者が工期の始期日及び終期日を指定する方式 
② 任意着手方式 ：発注者が示した工期の始期日期限までの間に受注者が工 

期の始期日を設定する方式 
③ フレックス方式 ：発注者があらかじめ示した全体工期の中で、受注者が工 

期の始期日及び終期日を設定する方式 
   ※本制度は受注者の施工時期の平準化を主たる目的としているため、河川工事等の施工

期間が限定される工事を除き、受注者が任意で工期の始期日を設定できる②任意着手

方式もしくは③フレックス方式による発注が望ましい。 

入札日 契約締結日   工期の始期日                 工期の終期日 

余裕期間＊ 実工期 

全体工期 

* 余裕期間は、主任技術者等の配置は不要 



４ 余裕期間及び工期の設定 

(1)余裕期間の設定 

①発注者において、発注者指定方式、任意着手方式又はフレックス方式から、適用する

方式を選定する。 
②発注者が設定する余裕期間は６０日を超えない範囲とする。 

(2)工期の設定 

   ①発注者指定方式 
・発注者において、起工時に工期の始期日及び終期日を設定する。 

②任意着手方式   
ア 発注者において、起工時に工期（工期の始期日から起算して○日間）及び 

工期の始期日期限（○月○日）を設定する。 
イ 入札参加者等※は、工期の始期日期限までの間で工期の始期日を任意に設 

定し、入札方法に応じた提出時期（下表参照）に、書面（様式△号）により発注者

に通知する。 
      ※一般競争入札（事前審査型）においては入札参加者、一般競争入札（事後審査型）におい

ては落札候補者、指名競争入札においては落札者をいう。 
③フレックス方式 

ア 発注者において、起工時に全体工期を設定する。 
イ 入札参加者等は、全体工期内で工期を任意に設定し、入札方法に応じた提 

出時期（下表参照）に、書面（様式△号）により発注者に通知する。 
 

表 入札方法に応じた提出時期 
入札方法 提出時期 

一般競争入札 資格確認資料提出時 
指名競争入札 契約締結まで 

(3)工期決定（当初契約）後における工期変更の考え方 

   余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変

更することにより、工事に着手することができるものとする。 
 
５ 契約書へ記載する工期 

工期の始期日から工期の終期日とする（余裕期間は含まない。）。 
 
６ 入札公告等への記載 

(1)記載事項 

   「工期及び余裕期間を設定することができる期間」のほか、以下に掲げる内容を記載す

る。 
   ①余裕期間制度を活用した工事であること。 
   ②余裕期間内は、主任技術者等の配置を要しないこと。 
   ③余裕期間内は、現場への資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならな

いこと。 
 
 



(2)記載例文 

   ①入札公告等 別紙１のとおり 
   ②特記仕様書 別紙２のとおり 
 

７ 技術者の通知と専任の確認 

  (1)技術者の通知（受注者） 

  受注者は工期の始期日の前日までに、工期に従事する主任技術者等を決定し、「工事施工

計画及び下請負人等通知書」により、契約担当者に通知する。 
 

(2)技術者の専任の確認（発注者） 

 発注者は、 受注者から提出された「工事施工計画及び下請負人等通知書」により、工期

の始期日における主任技術者等の専任を確認する。 
   

【参考】施工プロセスチェックによる確認 
  主任監督員は、「工事現場における施工体制確認要領（別紙-1）施工プロセスチェ

ックリスト」に基づき、工事着手前に「元請負業者の監理技術者（主任技術者、追

加配置技術者）」の点検を行い、主任技術者等の専任を確認する。 
  
 ８ その他 

(1)契約保証の期間 

契約締結日から工期の終期日までとする（余裕期間を含む。）。 
(2)コリンズに登録する「工期」及び「技術者情報 従事期間」                    

一般財団法人日本建設情報総合センター「工事実績情報システム（CORINS）」に登録す

る「工期」及び「技術者情報 従事期間」は、契約書に記載する工期（余裕期間を含まな

い。）とする。 

(3)総合評価落札方式（施工能力評価型）                    

総合評価落札方式（施工能力評価型）を適用する場合は、技術資料の施工能力評価型

様式 10 号について「余裕期間制度試行用」を選択する。 
 

附 則 

  この要領は、平成28年 4月 01日から適用する。 

  この要領は、平成29年 4月 01日から適用する。 

 
  



 
余裕期間制度に適している工事の一例 

工 種 理 由 適している方式 

河川工事など施工期間が限定さ

れる工事 

（河川を渡河する橋梁工事等を

含む） 

出水期に早期発注が可能となり、余裕を

持って材料等の手配でき、非出水期当初

から着手できる。 

①、②、③ 

植栽工事 樹木の確保に時間を要するため、入手待

ちによる時間ロスがなくなる 

②、③ 

新技術・新工法や実績の少ない工

法を採用する工事 

橋梁耐震補強など、新技術・新工法や実

績の少ない工法を採用することが多い工

事では、受注者が施工方法や設計内容の

照査に時間を確保できる 

②、③ 

継続工事 第１工区施工中にこの制度を利用して、

第２工区を発注すれば、空白期間を作ら

ずに施工可能。かつ、第１工区の施工業

者（同じ技術者）も入札可能 

②、③ 

材量手配に期間を要する工事 加工材料が多く、現場着手までに時間が

必要となる工事 
鋼矢板等を大量に使用する等、材料手配

に期間を要する工事 

②、③ 

大規模な仮設を含む工事 現地確認、資材調達、発注者との協議時

間などに余裕を与えることで現場の安全

が確保できる 

②、③ 

機械設備工事 機械設備工事は技術者不足で、技術者の

配置に余裕をもてるため 

②、③ 

  ①発注者指定方式、②任意着手方式、③フレックス方式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜別表＞ 



［参考図］余裕期間制度の方式 

 
 
 

   

【発注者指定方式】　発注者が工期の始期日及び終期日を設定する方法

契約締結日

【任意着手方式】　発注者が示した工期の始期日期限までの間に受注者が工期の始期日を設定する方法

契約締結日

契約締結日

【フレックス方式】　発注者があらかじめ設定した全体工期の中で、受注者が工期の始期日及び終期日を

【フレックス方式】　設定する方法

契約締結日

契約締結日

工期の始期日
（発注者が設定） 工期の終期日

余裕期間 実工期

工期の始期日期限
（発注者が設定）

余裕期間 実工期　（工期の始期日から起算して●日間）

余裕期間 実工期　（工期の始期日から起算して●日間）

施工期限

余裕期間 実工期

発注時の全体工期

【発注時】

【契約時】

ともに同じ

発注時の全体工期

発注時の全体工期

【発注時】

【契約時】

【発注時】

【契約時】
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入札公告等記載例 

 

発注者が選定した余裕期間制度の方式に応じた記載内容を選択して記載する。 

なお、※《 》は解説文であり、入札公告等には記載しない。 

 

Ⅰ 公募型一般競争入札及び制限付き一般競争入札（事後審査型、事前審査型とも）の標準入

札公告記載例 
 

１ 入札に付する事項 

(4) 工期(又は施工期間） 

【発注者指定方式の場合】 

本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（発注者指定方

式）である。余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置することを要しない。 

   また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設

物の設置等工事の着手を行ってはならない。 

   なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 
 
   工期：平成■■年■■月■■日から平成●●年●●月●●日まで 

   ※《発注者が指定する工期の始期日及び終期日を記載》 

   （余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 

 なお、上記の工期の始期日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用し

ない。 

   

【任意着手方式の場合】 

本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（任意着手方式）

である。発注者が示した工期の始期日期限までの間で、受注者は工期の始期日を任

意に設定することができる。 

   なお、入札参加者（事後審査型のときは落札候補者）は、資格確認資料提出時に、

様式○号により、工期の始期日を通知すること。 

   余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置することを要しない。 

   また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設

物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 

   なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 
 
   工 期：工期の始期日から起算して●●●日間 

 ※《発注者が指定する工期の日数を記載》 

   （ただし、平成■■年■■月■■日（工期の始期日期限）までに工期の始期日を

設定すること） 

   （余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 

なお、上記の工期の始期日期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設

定することはできず、工期の始期日期限から●●●日間で工事を完了させること。 

 

別紙１ 



 

【フレックス方式の場合】 

本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働

者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス方式）であり、

発注者が示した全体工期（余裕期間と工期をあわせた期間）の内で、受注者は工期の始

期日及び終期日を任意に設定できる。 

   なお、入札参加者（事後審査型のときは落札候補者）は、資格確認資料提出時に、様

式○号により、工期の始期日及び終期日を通知すること。 

   余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置することを要しない。 

   また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の

設置等、工事の着手を行ってはならない。 

   なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 

 

   全体工期：平成●●年●●月●●日まで 

   ※《発注者が指定する全体工期を記載》 

   （余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 

 

 

Ⅱ 公募型一般競争入札の標準入札公告記載例 

３ 入札参加資格 

 (3) 配置技術者の要件 
   

【各方式共通】 

ウ 落札者は、契約期間中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、

本件工事現場に専任で配置すること。ただし、契約期間中のうち余裕期

間内は、本件工事現場への当該配置予定技術者の配置を要しない。 

    なお、工期中は、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合を除いて、

当該配置技術者を変更することを認めない。 
 

 

Ⅲ 制限付き一般競争（事後審査型、事前審査型とも）入札公告共通事項 

２ 入札参加資格 

 (2) 配置予定技術者の要件 
   

【各方式共通】 

③ 落札者は、契約期間中、提出した資料に記載した配置予定技術者を、

本件工事現場に配置すること。ただし、契約期間中のうち余裕期間内は

本件工事現場への当該配置予定技術者の配置を要しない。 

    なお、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合を除いて、工期中は、

当該配置技術者を変更することを認めない。 
 

 

  



Ⅳ 指名競争入札の入札通知書記載例 

１ 入札に付する事項 

 工期(又は施工期間） 
   

【発注者指定方式の場合】 

本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（発注者指定方式）

である。余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置することを要しない。 

   また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設

物の設置等工事の着手を行ってはならない。 

   なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 
 
   工期：平成■■年■■月■■日から平成●●年●●月●●日まで 

   ※《発注者が指定する工期の始期日及び終期日を記載》 

   （余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 
 

なお、上記の工期の始期日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用し

ない。 

 
   

【任意着手方式の場合】 

本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（任意着手方式）

である。発注者が示した工期の始期日期限までの間で、受注者は工期の始期日を任

意に設定することができる。 

   なお、落札者は契約締結までに、様式○号により、工期の始期日を通知すること。 

   余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置することを要しない。 

   また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設

物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 

   なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 
 
   工 期：工期の始期日から起算して●●●日間 

   ※《発注者が指定する工期の日数を記載》 

   （ただし、平成■■年■■月■■日（工期の始期日期限）までに工期の始期日を

設定すること） 

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 

なお、上記の工期の始期日期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設

定することはできず、工期の始期日期限から●●●日間で工事を完了させること。 

 

 



 

【フレックス方式の場合】 

   本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働

者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス方式）であり、

発注者が示した全体工期（余裕期間と工期をあわせた期間）の内で、受注者は工期の始

期日及び終期日を任意に設定できる。 

   なお、落札者は契約締結までに、様式○号により、工期の始期日及び終期日を通知す

ること。 

   余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置することを要しない。 

   また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の

設置等、工事の着手を行ってはならない。 

   なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 

 

   全体工期：平成●●年●●月●●日まで 

   ※《発注者が指定する全体工期を記載》 

   （余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 

 

 



Ⅴ 総合評価落札方式（施工計画評価型・施工能力評価型）の入札説明書記載例 

１ 工事の概要 

(4) 工期(又は施工期間） 

【発注者指定方式の場合】 
 
   工期：平成■■年■■月■■日から平成●●年●●月●●日まで 

   ※《発注者が指定する工期の始期日及び終期日を記載》 

   （余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 

 なお、上記の工期の始期日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用し

ない。 

   

【任意着手方式の場合】 
 
   工 期：工期の始期日から起算して●●●日間 

 ※《発注者が指定する工期の日数を記載》 

   （ただし、平成■■年■■月■■日（工期の始期日期限）までに工期の始期日を

設定すること） 

   （余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 

なお、上記の工期の始期日期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設

定することはできず、工期の始期日期限から●●●日間で工事を完了させること。 

   

【フレックス方式の場合】 
 
   全体工期：平成●●年●●月●●日まで 

   ※《発注者が指定する全体工期を記載》 

   （余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで） 

 
   

２ 技術資料作成要領（施工能力評価型のみ） 

 (1) 提出資料 

【各方式共通】 
 

 ※《下記提出資料の様式を選択して、⑩を以下のとおり記載》 

   ⑩ 若手技術者の育成（余裕期間制度を適用する工事） 

          （施工能力評価型様式10号（余裕期間制度試行用）） 
 

 

  



 
特記仕様書記載例 

 

余裕期間は工期に関わる事項であり、できるだけ工期の記載に近い位置に記載する。 

 
【発注者指定方式の場合】 

 

工   期    平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

（余裕期間：契約締結日から平成  年  月  日まで） 
 
 (余裕期間 発注者指定方式) 

第○条 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間（契約締結日から工期の始期

日の前日までの期間）を設定した工事（発注者指定方式）である。 

余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置することを要しない。また、

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の

設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注

者の責により行うものとする。 

２ 契約締結後において、工期の始期日の変更の必要が生じた場合には、監督員

と協議の上、変更契約（工期の変更）を締結することにより、工期の始期日を

変更することができる。 

  ３ コリンズ（CORINS）に登録する技術者の従事期間は、工期（工期の始期日か

ら終期日）とする。 

４ 受注者は、工期の始期日の前日までに、工事に従事する技術者を決定し、「工

事施工計画及び下請負人等（変更）通知書」により、発注者に通知しなければ

ならない。 
  
【任意着手方式の場合】 

 

工   期    工期の始期日から起算して   日間 

（工期の始期日期限：平成  年  月  日） 

 

(余裕期間 任意着手方式) 

第○条 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間（契約締結日から工期の始期

日の前日までの期間）を設定した工事（任意着手方式）であり、発注者が定め

た工期の始期日期限までの間で、受注者が工期の始期日を任意に設定すること

ができる工事である。なお、事前審査型の一般競争入札の場合には入札参加者

（事後審査型の場合には落札候補者）は、資格確認資料提出日に、指名競争入

札の場合には落札者は、契約締結までに、様式△号により、工期の始期日を通

知するものとする。 

別紙２ 



余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置することを要しない。また、

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の

設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注

者の責により行うものとする。 

２ 契約締結後において、工期の始期日の変更の必要が生じた場合には、監督員

と協議の上、変更契約（工期の変更）を締結することにより、工期の始期日を

変更することができる。 

  ３ コリンズ（CORINS）に登録する技術者の従事期間は、工期（工期の始期日か

ら終期日）とする。 

４ 受注者は、工期の始期日の前日までに、工事に従事する技術者を決定し、「工

事施工計画及び下請負人等（変更）通知書」により、発注者に通知しなければ

ならない。 

 
【フレックス方式の場合】 

 

全体工期   施工期限 平成  年  月  日限り 
 
 (余裕期間 フレックス方式) 

第○条 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と工期をあわせた全体工期

を設定した工事（フレックス方式）であり、発注者が定めた全体工期内におい

て、受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお、事前審査型

の一般競争入札の場合には入札参加者（事後審査型の場合には落札候補者）は、

資格確認資料提出日に、指名競争入札の場合には落札者は、契約締結までに、

様式△号により、工期の始期日及び終期日を通知するものとする。 

工期の始期日の前日までの余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者を配置

することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができ

るが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、

余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 

２  契約締結後において、工期の始期日の変更の必要が生じた場合には、監督員

と協議の上、変更契約（工期の変更）を締結することにより、工期の始期日を

変更することができる。 

３ 契約締結後において、工事内容の変更がある等、特段の事情がない場合は、

受注者が契約時に設定した工期の終期日の変更は行わない。 

４ コリンズ（CORINS）に登録する技術者の従事期間は、工期（工期の始期日から

終期日）とする。 

５ 受注者は、工期の始期日の前日までに、工事に従事する技術者を決定し、「工

事施工計画及び下請負人等（変更）通知書」により、発注者に通知し なけれ

ばならない。 
 
 
 



（様式△号） 
 

工 期 通 知 書 
 
 

平成○○年○○月○○日 
 
 
契約担当者 
 兵庫県○○○県民局長様 

 
住所 
商号又は名称 
氏名            印 

 
 
次のとおり工期を定めたので通知します。 

工事名 ○○○○工事 
工事場所 ○○市○○ 
契約予定年月日 平成○年○月○日 
工期の始期日 平成○年○月○日 

工  期 工期の始期日から 
平成○年○月○日まで（○○○日間） 

 

   ※一般競争入札の場合には、資格確認資料提出日に、指名競争入札の場合には、契約締結ま

でに提出すること。 
※契約書には、本通知書により通知した工期（工期の始期日及び終期日）を記載する。  

  



　　　　　商号又は名称：
　　　　　工事名：

※

①配置予定技術者（入札参加申込締切日において40歳未満の若手技術者）

会　社　名 法令による免許
過去15年間の勤務会社
（すべて記入）

②専任補助者（現場代理人の責務のほか、配置予定技術者の指導・助言を行う者）

会　社　名 法令による免許
過去15年間の勤務会社
（すべて記入）

※

※

　施工能力評価型様式６号：同種工事の施工実績（配置予定技術者の技術力）
　施工能力評価型様式７号：工事成績（配置予定技術者の技術力）
　施工能力評価型様式８号：継続学習（ＣＰＤ）の取組状況

③工期の始期日（任意着手方式又はフレックス方式の場合のみ記載）

※
※ 発注者指定方式の場合は、記載の必要はありません。

専任補助者氏名
（生年月日）

専任補助者は最大３名まで記載できる。なお、専任補助者を配置する場合は、根拠資料として専任補
助者の入札参加資格確認資料を添付すること。

工期の始期日

工期の始期日欄は、工期通知書によって契約担当者に通知する年月日と同じ日付を記載すること。

施工能力評価型様式10号（余裕期間制度試行用）

若手技術者の育成（余裕期間制度を適用する工事）

　当該工事における「若手技術者の育成」について、以下の左欄のいずれか該当する方に○を記入
してください。

専任補助者を配置する場合は、下記評価項目に対する技術資料の作成にあたり、配置予定技術者に代
えて「専任補助者」の施工実績等を記載すること。

配置予定技術者氏名
（生年月日）

すべての配置予定技術者が40歳未満であり、若手技術者の育成を目的として、専任の
現場代理人を「専任補助者」として配置する。　（※）

　 専任の現場代理人を「専任補助者」として配置しない。（下表の記入は不要）

「若手技術者の育成」は、配置予定技術者（入札参加申込締切日において40歳未満の若手技術者に限
る）に加えて、配置予定技術者の入札参加要件のいずれにも該当する専任補助者を現場代理人として
配置し、若手技術者の育成に取り組む場合に評価する。


